
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 設置計画履行状況等調査について 
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「設置計画履行状況等調査（ＡＣ：アフターケア）」について 
 

 Ⅰ  目 的 
 

  大学の設置等の認可や届出の後において，原則として，当該学部等が「完成年度」

（標準修業年限終了年度）まで，当初の設置計画の履行状況等（学生の入学状況や科目

の開設状況及び教員の就任状況等）について報告を求め，当初計画が確実に履行されて

いるか，また認可又は届出時の留意事項への対応状況などを調査し，その状況に応じて

必要な指導・助言を行うことにより，設置計画の確実な履行を担保する。 

 

Ⅱ 根 拠 
・大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（抄） 

（平成１８年３月３日 文部科学省令第１２号） 

 

（履行状況についての報告等） 

第１４条 文部科学大臣は，設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必

要があると認めるときは，認可を受けた者又は届出を行った者に対し，その設置

計画及び履行状況の履行の状況について報告を求め，又は調査を行うことができ

る。 

 

・大学設置基準第５３条の規定に基づき新たに大学等を設置し，又は薬学を履修する

課程の修業年限を変更する場合の教員組織，校舎等の施設及び設備の段階的な整備に

ついて定める件（抄）（平成１５年３月３１日 文部科学省告示第４４号） 

 １ （略） 

 ２ （略） 

   ３ 文部科学大臣は，大学等の設置を認可した後，当該認可時における留意事項，

授業科目の開設状況，教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について

報告を求め，必要に応じ，書類，面接又は実地により調査することができるもの

とする。 

    大学院   ＝ 告示第５０号（平成１５年３月３１日） 

    短期大学 ＝ 告示第５２号（平成１５年３月３１日） 

 

Ⅲ 調 査 
 

１．対象  

 ①認可又は届出により設置した，学年進行中の全ての大学及び学部等 

  （学則変更の届出で設置した公立の学科は含まない） 

 ②完成年度を越えたもののうち，前年度に改善意見，是正意見又は警告が付された大

学及び学部等 

 ③私立の大学等の収容定員増加の認可申請に係る審査において，当該大学等における

収容定員の充足状況が著しく不適当な状態にあるもの。 
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２．「設置計画履行状況報告書」又は「改善意見等対応状況報告書」等の提出  

 ・平成２９年３月中旬～下旬頃，調査対象大学に対して報告書作成依頼の文書を

送付。 

 ・平成２９年度報告書の提出締切り 

  ○平成２９年５月１２日（金） 

   提出書類：上記①「設置計画履行状況報告書」 

       上記②「改善意見等対応状況報告書」 

       上記③「収容定員に係る学則変更を行った大学の入学状況報告書」 

○平成２９年８月中旬頃 

提出書類：上記③「収容定員に係る学則変更を行った大学の履行状況報告書」 

 

・提出書類，対象学部等は，報告書作成依頼の文書を参照してください。 

・様式は文部科学省 HP に掲載します。 

・設置計画は，各大学が社会に対して着実に実現していく構想を表したものであること

にも鑑み，報告いただく設置計画履行状況報告書や改善意見等対応状況報告書等につ

いては，各大学の HP に公表するなど情報提供いただくよう積極的な対応を願います。 

 

３．実地調査・面接調査 

  上記報告書に基づく書面調査の結果，大学設置・学校法人審議会大学設置分科会に

よる実地調査又は面接調査を行う場合があります。（調査実施時期は，例年７～１２月） 

  調査を行う必要があるとされた大学に対しては，公文書にて通知しますので，その

旨の連絡を受けた場合は適宜対応願います。 

 

４．調査結果の公表等について  

①平成２８年度調査公表時期 

平成２９年２月上旬～中旬頃予定（参考：昨年度は平成２８年２月１９日(金)） 

 

②本調査において付される意見等の種類 

 

意見等の種類 定義 

警告 
是正意見を受けながら，その是正に向けた早急な対応がなされていないと認め

られる場合に，認可基準の「設置計画の履行状況が著しく不適当な状態」に該

当するおそれがある旨を伝達するもの 

是正意見 
早急な是正が求められる場合，又は改善意見を受けたにも関わらず不履行又は

対応不十分な場合，設置者にその是正に向けた早急な対応を求める意見 

改善意見 改善を強く求める事項があり，設置者にその改善に向けた対応を求める意見 

その他意見 改善が望まれる事項があり，これを通知する意見 
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③平成２７年度調査結果の概要 

全体としては,各大学等において設置計画が着実に履行されており，設置計画の変

更があったものも,相応の理由ややむを得ない事情があったものと認められる。ただ

し,定員の不適切な管理や設置計画期間中の教育課程の大きな変更など,設置計画の

履行という観点から不適切な事例も見られた。これらの状況は,学生の教育環境の悪

化を招くものであり,教育の質の維持・向上の観点からも早急な改善が求められるも

のである。また，昨年度の調査の結果「是正意見」が付されたにも関わらず，対応

が十分ではなく，「設置計画の履行の状況が著しく不適当な状態」に該当するおそ

れがあるものとして「警告」が付された事例や，改善意見を付されながら対応が不

十分だとして「是正意見」を付された事例も見られた。 
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 Ⅳ ＡＣ期間中の対応事項 

 
１．設置計画履行状況等調査報告書等の提出 

  上記Ⅲ１．及び２．参照 
 

２．校舎等建物の面積を減じようとする場合等 

  対象：認可又は届出により設置した，学年進行中のすべての大学及び学部等 

 校舎等建物の面積を減じようとする場合及び建築計画が遅延する場合は，事前に「建

築等設置計画変更書」の提出が必要。 
 

３．やむを得ず専任教員を変更等する場合 

  対象：認可により設置した学年進行中のすべての大学及び学部等 

     

ＡＣ期間中に，やむを得ず専任教員を変更等する場合（以下の①～⑤に該当する場

合）は，必ず「専任教員採用等設置計画変更書（AC）」を提出し，大学設置・学校法

人審議会による教員資格審査（AC 教員審査）を受ける必要があります（AC 教員審査

を経ずに授業等を担当することはできません）。 

    なお，以下の①～③及び⑤に該当する場合は，当該専任教員が授業を開始する前

（又は認可時に大学設置・学校法人審議会から指示された時期まで）に，以下の④に

該当する場合は，大学において職位昇格の発令を行う前に AC 教員審査を受審する必

要がありますので，御留意ください。 

    また，大学で職位の発令を既に行っている専任教員について AC 教員審査を受審す

る場合，大学で判断した職位と異なる職位の審査結果となる場合がありますので，御

留意ください。 

  ① 専任教員を新たに採用する場合 

  ② 専任教員の担当授業科目を追加する場合 

   （オムニバス科目で，担当部分を変更又は追加する場合を含む） 

  ③ 専任教員の担当授業科目の内容を変更する場合 

  ④ 専任教員を昇格させる場合 

    ⑤ 専任教員の担当授業科目の科目名称を変更する場合 

（科目の内容が変わらない場合を含む） 

 ※様式は文部科学省 HP に掲載。 
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  【平成２９年度のＡＣ教員審査実施予定】 

  平成２９年度のＡＣ教員審査は以下の年４回ですので，担当予定授業科目の開設に

間に合うよう計画的に審査を受けてください。 

区 分 書類提出締切 受領確認連絡期間 審査期間 結果伝達時期 

第１回  ３月 17 日（金） ４月３日（月）～４月５日（水） ４月～５月   ６月上旬  
第２回  ６月９日（金） ６月 21 日（水）～６月 23 日（金） ７月   ８月中旬  

第３回 10 月 13 日（金） 10 月 25 日（水）～10 月 27 日（金） 11 月  12 月中旬  

第４回 12 月 12 日（火） 12 月 21 日（木）～12 月 25 日（月） １月   ２月中旬  

※上記受領確認連絡期間に，到着確認の連絡を担当者宛てに行います（原則としてメール）。 

 

 

○ 設置計画期間中に専任教員予定者が未就任又は専任教員が辞任した場合は，必ず専

任教員を補充してください。なお，未就任又は辞任した者が主要授業科目の担当者で

あって，その後専任教員が補充されていない場合又は専任教員は補充されているが，

当該主要授業科目を兼任教員等が担当している場合は，「設置計画の履行状況が著し

く不適当」に該当するおそれがありますので御留意ください。 

 

 

４．その他 

設置認可後（又は届出後）の計画変更は，合理的な理由がない限り不適切です。 

 変更の内容が，認可時又は届出時の計画より教育研究水準を低下させるものである場

合や設置の趣旨と異なる場合，結果として実態を反映しない計画書を提出したことによ

る虚偽申請となることが有り得ます。このため，設置計画に大きな変更等が生じる場合

は，事前に文部科学省大学設置室に御連絡ください。 
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Ⅶ 学校法人の寄附行為（変更）認可申請に

あたっての留意点等 
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金

に
つ

い
て

は
，

学
生

数
が

合
理

的
に

算
定

さ
れ

，
確

実
に

収
納

さ
れ

る
見

込
み

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。

③
設

置
経

費
，

経
常

経
費

の
財

源
③

設
置

経
費

，
経

常
経

費
の

財
源

【
負

債
率

】
◇

開
設

年
度

の
前

々
年

度
末

の
負

債
率

が
25

％
以

下
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

【
負

債
償

還
率

】
◇

開
設

年
度

の
3年

前
か

ら
完

成
年

度
ま

で
の

各
年

度
の

負
債

償
還

率
が

20
％

以
下

で
あ

る
こ

と
が

必
要

。

【
負

債
率

】
◇

開
設

年
度

の
前

々
年

度
末

の
負

債
率

が
25

％
以

下
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

【
負

債
償

還
率

】
◇

開
設

年
度

の
3年

前
か

ら
完

成
年

度
ま

で
の

各
年

度
の

負
債

償
還

率
が

20
％

以
下

で
あ

る
こ

と
が

必
要

。

④
負

債
率

，
負

債
償

還
率

④
負

債
率

，
負

債
償

還
率

◇
学

校
等

の
管

理
運

営
に

お
い

て
，

適
正

を
欠

く
事

実
が

な
い

こ
と

等
◇

学
校

等
の

管
理

運
営

に
お

い
て

，
適

正
を

欠
く

事
実

が
な

い
こ

と
等

⑤
管

理
運

営
状

況
等

⑤
管

理
運

営
状

況
等

2

P
３
参
照

P
3
-
5
参
照

P
6
-
7
参
照

P
8
-
1
0
参
照
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◇
大
学
等
の
施
設
・設
備
の
整
備
に
要
す
る
経
費
は
，
「標
準
設
置
経
費
」以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

◇
転
共
用
す
る
既
存
施
設
・設
備
が
あ
れ
ば
，
当
該
施
設
等
の
簿
価
分
を
含
め
て
「標
準
設
置
経
費
」
以
上
。

◇
大
学
等
の
開
設
年
度
の
経
常
経
費
は
，
「標
準
経
常
経
費
」以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

◇
設
置
経
費
・初
年
度
経
常
経
費
の
財
源
は
，
申
請
時
点
で
負
債
性
の
な
い
自
己
資
金
で
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
。

「
創

設
費

」
の

合
計

額
に

相
当

す
る

財
源

を
，

申
請

時
点

で
負

債
性

の
な

い
自

己
資

金
で

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

校
舎

（
基

準
内

）
と

設
備

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
，

創
設

費
と

転
共

用
の

合
計

額
が

「
標

準
設

置
経

費
」

以
上

。

3

創
設
費

（設
置
経
費
、
経
常
経
費
）

転
共
用

校
地

○
○
○
百
万
円

校
舎
(基
準
内
）

○
○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

校
舎
(基
準
外
）

○
○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

図
書

○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

設
備

○
○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

経
常
経
費

(原
則
初
年
度
分
。
大
新
の
み
。
)

○
○
○
百
万
円

開
設
年
度
の
経
常
経

費
は
，
「標
準
経
常

経
費
」以
上

（
２

）
標

準
設

置
経

費
、

標
準

経
常

経
費

と
設

置
経

費
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◇
開

設
前

々
年

度
の

１
０

月
末

ま
で

に
財

源
を

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
開

設
前

々
々

年
度

（
３

０
年

度
開

設
は

２
７

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

◇
６

月
末

の
追

加
書

類
提

出
時

に
改

め
て

，
そ

れ
以

降
の

支
払

い
等

に
係

る
自

己
財

源
の

保
有

状
況

を
確

認
。

◇
開

設
前

々
年

度
の

１
０

月
末

ま
で

に
財

源
を

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
開

設
前

々
々

年
度

（
３

０
年

度
開

設
は

２
７

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

◇
６

月
末

の
追

加
書

類
提

出
時

に
改

め
て

，
そ

れ
以

降
の

支
払

い
等

に
係

る
自

己
財

源
の

保
有

状
況

を
確

認
。

①
申

請
時

①
申

請
時

4

◇
開

設
前

々
年

度
の

３
月

末
ま

で
に

財
源

を
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
◇

開
設

前
々

年
度

（
３

０
年

度
開

設
は

２
８

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

◇
開

設
前

々
年

度
の

３
月

末
ま

で
に

財
源

を
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
◇

開
設

前
々

年
度

（
３

０
年

度
開

設
は

２
８

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

（
３

－
１

）
設

置
経

費
の

財
源

の
確

認

設
置

経
費

等
の

財
源

は
①

申
請

時
に

，
②

寄
附

金
，

資
産

売
却

収
入

，
そ

の
他

学
校

法
人

の
負

債
と

な
ら

な
い

収
入

に
よ

り
積

み
立

て
ら

れ
た

資
産

を
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
設

置
経

費
等

の
財

源
は

①
申

請
時

に
，

②
寄

附
金

，
資

産
売

却
収

入
，

そ
の

他
学

校
法

人
の

負
債

と
な

ら
な

い
収

入
に

よ
り

積
み

立
て

ら
れ

た
資

産
を

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

＜
大

学
新

設
案

件
＞

＜
学

部
等

新
設

案
件

＞

◇
借

入
金

に
よ

り
調

達
し

た
寄

附
金

は
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
こ

の
場

合
，

寄
附

者
が

行
っ

た
借

入

れ
に

限
ら

ず
，

そ
の

原
資

が
借

入
れ

に
よ

る
も

の
で

あ
る

場
合

も
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
◇

設
置

経
費

相
当

額
の

資
産

を
保

有
し

て
い

る
場

合
に

は
設

置
経

費
等

の
二

分
の

一
を

超
え

な
い

範
囲

で
借

入
金

を
充

て
る

こ
と

が
可

能
。

◇
借

入
金

に
よ

り
調

達
し

た
寄

附
金

は
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
こ

の
場

合
，

寄
附

者
が

行
っ

た
借

入

れ
に

限
ら

ず
，

そ
の

原
資

が
借

入
れ

に
よ

る
も

の
で

あ
る

場
合

も
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
◇

設
置

経
費

相
当

額
の

資
産

を
保

有
し

て
い

る
場

合
に

は
設

置
経

費
等

の
二

分
の

一
を

超
え

な
い

範
囲

で
借

入
金

を
充

て
る

こ
と

が
可

能
。

②
負

債
性

の
無

い
自

己
資

金
等

②
負

債
性

の
無

い
自

己
資

金
等
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5

（
３

－
２

）
設

置
経

費
の

財
源

の
考

え
方

◇
設

置
経

費
の

財
源

は
、

申
請

時
点

で
負

債
性

の
な

い
自

己
資

金
で

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
保

有
形

態
は

、
現

金
預

金
の

ほ
か

国
債

等
の

有
価

証
券

で
一

定
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
も

可
。

◇
設

置
経

費
の

財
源

は
、

申
請

時
点

で
負

債
性

の
な

い
自

己
資

金
で

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
保

有
形

態
は

、
現

金
預

金
の

ほ
か

国
債

等
の

有
価

証
券

で
一

定
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
も

可
。

貸
借

対
照

表
を

基
礎

と
す

る
財

源
の

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
（

基
本

的
な

考
え

方
）

①
【

現
金

預
金

－
（

流
動

負
債

＋
第

４
号

基
本

金
）

】
が

設
置

経
費

を
上

回
っ

て
い

る
か

。

②
流

動
負

債
の

中
の

科
目

（
前

受
金

を
除

く
。

）
と

資
産

の
部

に
計

上
し

て
い

る
科

目
が

対
応

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
れ

ら
を

除
い

た
上

で
上

記
①

が
設

置
経

費
を

上
回

っ
て

い
る

か
。

上
回

っ
て

い
な

い

③
設

置
経

費
の

支
払

時
期

ま
で

に
現

金
化

出
来

る
有

価
証

券
（

注
１

）
が

あ
る

場
合

、
そ

れ
を

財
源

に
加

え
た

上
で

上
記

①
が

設
置

経
費

を
上

回
っ

て
い

る
か

。

上
回

っ
て

い
な

い

財
源

を
、

負
債

性
の

な
い

自
己

資
金

等
で

保
有

し
て

い
る

。

上
回

っ
て

い
な

い

財
源

の
説

明
が

つ
か

な
い

。
（

注
２

）

上
回

っ
て

い
る

上
回

っ
て

い
る

上
回

っ
て

い
る

（
注

１
）

審
査

基
準

第
一

の
一

の
（

十
）

の
オ

（
財

源
の

保
有

形
態

）
に

留
意

が
必

要
。

（
注

２
）

第
４

号
基

本
金

に
対

応
し

た
資

産
や

設
置

財
源

に
充

当
で

き
る

特
定

資
産

を
保

有
し

て
い

る
場

合
は

，
個

別
に

ご
相

談
い

た
だ

き
た

い
。
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6

（
４

）
負

債
率

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

率
」

は
、

「
総

資
産

額
」

に
占

め
る

「
前

受
金

を
除

く
総

負
債

額
」

の
割

合
。

◇
こ

の
「

負
債

率
」

は
、

日
本

私
立

学
校

振
興

・
共

済
事

業
団

が
毎

年
度

作
成

し
て

い
る

「
今

日
の

私
学

財
政

」
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
「

総
負

債
比

率
」

や
「

負
債

比
率

」
と

は
算

出
方

法
が

異
な

る
の

で
留

意
が

必
要

。

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

率
」

は
、

「
総

資
産

額
」

に
占

め
る

「
前

受
金

を
除

く
総

負
債

額
」

の
割

合
。

◇
こ

の
「

負
債

率
」

は
、

日
本

私
立

学
校

振
興

・
共

済
事

業
団

が
毎

年
度

作
成

し
て

い
る

「
今

日
の

私
学

財
政

」
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
「

総
負

債
比

率
」

や
「

負
債

比
率

」
と

は
算

出
方

法
が

異
な

る
の

で
留

意
が

必
要

。

①
負

債
率

（
審

査
基

準
）

総
資

産
額

に
占

め
る

前
受

金
を

除
く

総
負

債
額

の
割

合

(総
負

債
額

4
0
0
 －

前
受

金
2
0
0
) 

÷
総

資
産

額
1
,0

0
0
 ×

1
0
0
 ＝

2
0
％

③
負

債
比

率
（

私
学

事
業

団
「

今
日

の
私

学
財

政
」

）
純

資
産

額
に

占
め

る
総

負
債

額
の

割
合

総
負

債
額

4
0
0
 ÷

純
資

産
額

6
0
0
 ×

1
0
0
 ＝

6
6
.7

％

②
総

負
債

比
率

（
私

学
事

業
団

「
今

日
の

私
学

財
政

」
）

総
資

産
額

に
占

め
る

総
負

債
額

の
割

合

総
負

債
額

4
0
0
 ÷

総
資

産
額

1
,0

0
0
 ×

1
0
0
 ＝

4
0
％

２
．

負
債

率
等

の
算

出
方

法
１

．
貸

借
対

照
表

の
状

況

総
資

産
額

1
,0

0
0

純
資

産
額

6
0
0

総
負

債
額

4
0
0

う
ち

前
受

金
2
0
0
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7

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

償
還

率
」

は
，

「
事

業
活

動
収

入
」

に
占

め
る

「
負

債
償

還
額

（
元

本
＋

利
息

）
」

の
割

合
。

◇
「

負
債

償
還

率
」

を
算

出
す

る
際

，
「

短
期

借
入

金
」

を
除

外
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

，
こ

の
「

短
期

借
入

金
」

は
，

「
学

校
法

人
会

計
基

準
」

に
お

け
る

「
短

期
借

入
金

」
と

は
取

り
扱

い
が

異
な

る
の

で
，

留
意

が
必

要
。

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

償
還

率
」

は
，

「
事

業
活

動
収

入
」

に
占

め
る

「
負

債
償

還
額

（
元

本
＋

利
息

）
」

の
割

合
。

◇
「

負
債

償
還

率
」

を
算

出
す

る
際

，
「

短
期

借
入

金
」

を
除

外
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

，
こ

の
「

短
期

借
入

金
」

は
，

「
学

校
法

人
会

計
基

準
」

に
お

け
る

「
短

期
借

入
金

」
と

は
取

り
扱

い
が

異
な

る
の

で
，

留
意

が
必

要
。

①
算

出
方

法

（
借

入
金

等
返

済
支

出
＋

借
入

金
等

利
息

支
出

）
÷

事
業

活
動

収
入

×
1
0
0
 ≦

 2
0
％

②
短

期
借

入
金

の
取

扱
い

ア
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

上
の

取
扱

い
借

入
を

行
う

年
度

内
に

償
還

期
限

が
到

来
す

る
も

の
に

限
る

（
借

入
時

期
と

償
還

期
限

が
同

一
年

度
内

）

イ
「

学
校

法
人

会
計

基
準

」
上

の
取

扱
い

償
還

期
限

が
貸

借
対

照
表

日
後

１
年

以
内

に
到

来
す

る
も

の
（

借
入

時
期

と
償

還
期

限
が

年
度

を
ま

た
ぐ

）

・
短

期
借

入
金

（
借

入
を

行
う

年
度

内
に

償
還

期
限

が
到

来
す

る
も

の
に

限
る

）
は

除
外

す
る

こ
と

が
可

能
。

・
借

入
金

を
繰

上
償

還
し

た
場

合
は

，
当

該
償

還
額

は
除

外
す

る
こ

と
が

可
能

。

（
５

）
負

債
償

還
率
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（
６

）
管

理
運

営
体

制
等

8

大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

管
理

運
営

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要

ア
理

事
長

の
資

質

・
業

務
の

全
般

に
つ

い
て

主
導

的
な

役
割

等
を

果
た

す
た

め
に

必
要

な
知

識
又

は
経

験

イ
理

事
体

制
の

整
備

・
理

事
相

互
間

の
情

報
及

び
意

見
交

換
の

機
会

の
十

分
な

確
保

ウ
他

の
学

校
法

人
の

役
員

と
の

兼
職

の
制

限
，

役
員

の
構

成
（

教
学

側
の

意
向

が
適

切
に

反
映

さ
れ

る
構

成
）

エ
監

事
の

支
援

体
制

の
整

備

・
業

務
や

財
務

に
係

る
情

報
提

供
，

内
部

監
査

部
門

等
と

の
情

報
共

有
，

監
事

業
務

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
人

員
の

配
置

オ
管

理
運

営
上

必
要

な
諸

規
程

の
整

備
（

以
下

参
照

）

カ
（

偽
り

や
不

正
行

為
に

よ
り

）
不

認
可

期
間

の
設

定
の

適
用

を
受

け
た

者
が

特
定

期
間

を
経

過
し

た
後

に

申
請

す
る

場
合

，
再

発
防

止
の

た
め

の
必

要
な

措
置

な
ど

大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

管
理

運
営

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要

ア
理

事
長

の
資

質

・
業

務
の

全
般

に
つ

い
て

主
導

的
な

役
割

等
を

果
た

す
た

め
に

必
要

な
知

識
又

は
経

験

イ
理

事
体

制
の

整
備

・
理

事
相

互
間

の
情

報
及

び
意

見
交

換
の

機
会

の
十

分
な

確
保

ウ
他

の
学

校
法

人
の

役
員

と
の

兼
職

の
制

限
，

役
員

の
構

成
（

教
学

側
の

意
向

が
適

切
に

反
映

さ
れ

る
構

成
）

エ
監

事
の

支
援

体
制

の
整

備

・
業

務
や

財
務

に
係

る
情

報
提

供
，

内
部

監
査

部
門

等
と

の
情

報
共

有
，

監
事

業
務

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
人

員
の

配
置

オ
管

理
運

営
上

必
要

な
諸

規
程

の
整

備
（

以
下

参
照

）

カ
（

偽
り

や
不

正
行

為
に

よ
り

）
不

認
可

期
間

の
設

定
の

適
用

を
受

け
た

者
が

特
定

期
間

を
経

過
し

た
後

に

申
請

す
る

場
合

，
再

発
防

止
の

た
め

の
必

要
な

措
置

な
ど

＜
学

校
法

人
の

管
理

運
営

上
必

要
な

諸
規

程
の

例
＞

【
組

織
・

総
務

関
係

】
組

織
規

程
，

事
務

分
掌

規
程

，
稟

議
規

程
，

文
書

取
扱

（
接

受
，

保
管

）
規

程
，

公
印

取
扱

規
程

，
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
規

程
，

情
報

公
開

に
関

す
る

規
程

，
公

益
通

報
に

関
す

る
規

程
【

人
事

・
給

与
関

係
】

就
業

規
則

，
教

職
員

任
免

規
程

，
定

年
規

程
，

役
員

報
酬

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

給
与

規
程

，
役

員
退

職
金

支
給

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

退
職

金
支

給
規

程
，

旅
費

規
程

【
財

務
関

係
】

会
計

・
経

理
規

程
，

固
定

資
産

管
理

規
程

，
物

品
管

理
規

程
，

資
産

運
用

に
関

す
る

規
程

な
ど

＜
学

校
法

人
の

管
理

運
営

上
必

要
な

諸
規

程
の

例
＞

【
組

織
・

総
務

関
係

】
組

織
規

程
，

事
務

分
掌

規
程

，
稟

議
規

程
，

文
書

取
扱

（
接

受
，

保
管

）
規

程
，

公
印

取
扱

規
程

，
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
規

程
，

情
報

公
開

に
関

す
る

規
程

，
公

益
通

報
に

関
す

る
規

程
【

人
事

・
給

与
関

係
】

就
業

規
則

，
教

職
員

任
免

規
程

，
定

年
規

程
，

役
員

報
酬

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

給
与

規
程

，
役

員
退

職
金

支
給

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

退
職

金
支

給
規

程
，

旅
費

規
程

【
財

務
関

係
】

会
計

・
経

理
規

程
，

固
定

資
産

管
理

規
程

，
物

品
管

理
規

程
，

資
産

運
用

に
関

す
る

規
程

な
ど

①
管

理
運

営
体

制
①

管
理

運
営

体
制
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学
校

等
の

管
理

運
営

に
お

い
て

，
適

正
を

欠
く

事
実

が
な

い
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
法

令
に

基
づ

く
登

記
，

届
出

，
報

告
等

の
適

正
な

実
施

イ
役

員
間

，
教

職
員

間
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
間

に
お

け
る

訴
訟

そ
の

他
の

紛
争

ウ
日

本
私

立
学

校
振

興
・

共
済

事
業

団
か

ら
の

借
入

金
の

償
還

，
そ

の
徴

収
す

る
掛

金
，

公
租

公
課

の
支

払
状

況

エ
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利

用
そ

の
他

の
適

切
な

方
法

に
よ

る
財

務
情

報
の

公
表

の
状

況

学
校

等
の

管
理

運
営

に
お

い
て

，
適

正
を

欠
く

事
実

が
な

い
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
法

令
に

基
づ

く
登

記
，

届
出

，
報

告
等

の
適

正
な

実
施

イ
役

員
間

，
教

職
員

間
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
間

に
お

け
る

訴
訟

そ
の

他
の

紛
争

ウ
日

本
私

立
学

校
振

興
・

共
済

事
業

団
か

ら
の

借
入

金
の

償
還

，
そ

の
徴

収
す

る
掛

金
，

公
租

公
課

の
支

払
状

況

エ
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利

用
そ

の
他

の
適

切
な

方
法

に
よ

る
財

務
情

報
の

公
表

の
状

況

＜
管

理
運

営
体

制
，

管
理

運
営

状
況

，
事

務
処

理
体

制
に

つ
い

て
の

留
意

点
（

主
な

指
摘

例
）

＞

○
役

員
，

評
議

員
の

構
成

が
特

定
の

親
族

や
高

齢
に

偏
向

○
監

事
の

職
務

執
行

状
況

や
監

事
を

機
能

さ
せ

る
た

め
の

支
援

体
制

・
取

組
が

不
十

分

○
役

員
が

法
人

の
運

営
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
体

制
が

不
十

分
（

理
事

長
の

出
勤

状
況

，
理

事
・

監
事

の
理

事
会

等
へ

の
出

席
状

況
，

理
事

会
の

開
催

頻
度

，
理

事
会

・
評

議
員

会
の

遠
隔

地
で

の
開

催
な

ど
）

○
役

員
，

評
議

員
の

選
任

方
法

が
不

適
切

（
遡

及
し

た
選

任
，

理
事

会
等

の
承

認
を

経
ず

に
選

任
な

ど
）

○
理

事
会

，
評

議
員

会
の

運
営

が
不

適
切

（
開

催
順

序
の

誤
り

，
書

面
に

よ
る

持
ち

回
り

，
理

事
会

，
評

議
員

会
の

同
時

開
催

，
白

紙
委

任
な

ど
）

○
学

校
法

人
と

理
事

長
個

人
が

利
益

相
反

行
為

に
あ

た
る

契
約

を
締

結

○
資

金
管

理
が

不
適

切
（

関
連

法
人

へ
の

不
適

切
な

担
保

提
供

，
書

面
に

よ
る

確
認

の
な

い
ま

ま
の

債
務

保
証

な
ど

）

○
財

務
関

係
書

類
等

の
備

え
付

け
が

遅
延

，
作

成
す

べ
き

書
類

が
未

作
成

○
法

令
や

寄
附

行
為

に
基

づ
く

登
記

の
不

備
（

代
表

権
の

登
記

，
資

産
総

額
変

更
登

記
な

ど
）

○
財

務
関

係
書

類
の

利
害

関
係

人
へ

の
閲

覧
（

閲
覧

対
象

書
類

，
閲

覧
の

対
象

者
）

が
不

十
分

○
財

務
状

況
の

一
般

公
開

（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
）

が
未

実
施

又
は

不
十

分

○
休

校
中

の
学

校
等

や
休

止
中

の
収

益
事

業
に

つ
い

て
，

今
後

の
取

扱
い

が
未

定

＜
管

理
運

営
体

制
，

管
理

運
営

状
況

，
事

務
処

理
体

制
に

つ
い

て
の

留
意

点
（

主
な

指
摘

例
）

＞

○
役

員
，

評
議

員
の

構
成

が
特

定
の

親
族

や
高

齢
に

偏
向

○
監

事
の

職
務

執
行

状
況

や
監

事
を

機
能

さ
せ

る
た

め
の

支
援

体
制

・
取

組
が

不
十

分

○
役

員
が

法
人

の
運

営
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
体

制
が

不
十

分
（

理
事

長
の

出
勤

状
況

，
理

事
・

監
事

の
理

事
会

等
へ

の
出

席
状

況
，

理
事

会
の

開
催

頻
度

，
理

事
会

・
評

議
員

会
の

遠
隔

地
で

の
開

催
な

ど
）

○
役

員
，

評
議

員
の

選
任

方
法

が
不

適
切

（
遡

及
し

た
選

任
，

理
事

会
等

の
承

認
を

経
ず

に
選

任
な

ど
）

○
理

事
会

，
評

議
員

会
の

運
営

が
不

適
切

（
開

催
順

序
の

誤
り

，
書

面
に

よ
る

持
ち

回
り

，
理

事
会

，
評

議
員

会
の

同
時

開
催

，
白

紙
委

任
な

ど
）

○
学

校
法

人
と

理
事

長
個

人
が

利
益

相
反

行
為

に
あ

た
る

契
約

を
締

結

○
資

金
管

理
が

不
適

切
（

関
連

法
人

へ
の

不
適

切
な

担
保

提
供

，
書

面
に

よ
る

確
認

の
な

い
ま

ま
の

債
務

保
証

な
ど

）

○
財

務
関

係
書

類
等

の
備

え
付

け
が

遅
延

，
作

成
す

べ
き

書
類

が
未

作
成

○
法

令
や

寄
附

行
為

に
基

づ
く

登
記

の
不

備
（

代
表

権
の

登
記

，
資

産
総

額
変

更
登

記
な

ど
）

○
財

務
関

係
書

類
の

利
害

関
係

人
へ

の
閲

覧
（

閲
覧

対
象

書
類

，
閲

覧
の

対
象

者
）

が
不

十
分

○
財

務
状

況
の

一
般

公
開

（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
）

が
未

実
施

又
は

不
十

分

○
休

校
中

の
学

校
等

や
休

止
中

の
収

益
事

業
に

つ
い

て
，

今
後

の
取

扱
い

が
未

定

②
管

理
運

営
状

況
，

事
務

処
理

状
況

②
管

理
運

営
状

況
，

事
務

処
理

状
況

9
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大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

財
務

状
況

等
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
収

支
バ

ラ
ン

ス
，

ス
ト

ッ
ク

の
状

況
，

及
び

各
種

財
務

関
係

比
率

の
状

況

イ
財

政
計

画
の

作
成

状
況

ウ
寄

附
金

，
補

助
金

の
収

納
状

況

大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

財
務

状
況

等
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
収

支
バ

ラ
ン

ス
，

ス
ト

ッ
ク

の
状

況
，

及
び

各
種

財
務

関
係

比
率

の
状

況

イ
財

政
計

画
の

作
成

状
況

ウ
寄

附
金

，
補

助
金

の
収

納
状

況

＜
財

務
状

況
等

に
お

け
る

主
な

指
摘

例
＞

○
事

業
活

動
収

支
差

額
が

マ
イ

ナ
ス

の
状

態
で

継
続

○
事

業
活

動
支

出
に

対
す

る
教

育
研

究
経

費
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て
低

い

（
低

下
傾

向
に

あ
る

）

○
学

生
生

徒
等

納
付

金
に

対
す

る
経

常
経

費
支

出
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て

低
い

○
負

債
率

や
負

債
償

還
率

が
高

い

○
収

支
の

均
衡

を
前

提
と

し
た

中
長

期
的

な
財

政
計

画
の

策
定

・
実

施
等

，
財

政
基

盤
の

安
定

確
保

○
既

設
校

の
定

員
未

充
足

の
改

善

○
補

助
金

の
確

実
な

収
納

○
設

置
経

費
の

財
源

と
し

て
適

当
と

認
め

ら
れ

る
寄

附
金

で
あ

る
こ

と
の

説
明

＜
財

務
状

況
等

に
お

け
る

主
な

指
摘

例
＞

○
事

業
活

動
収

支
差

額
が

マ
イ

ナ
ス

の
状

態
で

継
続

○
事

業
活

動
支

出
に

対
す

る
教

育
研

究
経

費
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て
低

い

（
低

下
傾

向
に

あ
る

）

○
学

生
生

徒
等

納
付

金
に

対
す

る
経

常
経

費
支

出
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て

低
い

○
負

債
率

や
負

債
償

還
率

が
高

い

○
収

支
の

均
衡

を
前

提
と

し
た

中
長

期
的

な
財

政
計

画
の

策
定

・
実

施
等

，
財

政
基

盤
の

安
定

確
保

○
既

設
校

の
定

員
未

充
足

の
改

善

○
補

助
金

の
確

実
な

収
納

○
設

置
経

費
の

財
源

と
し

て
適

当
と

認
め

ら
れ

る
寄

附
金

で
あ

る
こ

と
の

説
明

③
財

務
状

況
等

③
財

務
状

況
等

1
0
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２
．

申
請

手
続

等
の

流
れ

２
．

申
請

手
続

等
の

流
れ

と
審

査
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

1
1

◇
大
学
等
の
設
置
に
係
る
寄
附
行
為
（
変
更
）認
可
の
申
請
書
類
は
、

①
大
学
等
を
設
置
す
る
場
合
，
開
設
年
度
の
前
々
年
度
の
1
0
月
末

②
大
学
に
学
部
等
を
設
置
す
る
場
合
，
開
設
年
度
の
前
々
年
度
の
３
月
末

と
、
前
年
度
６
月
末
の
追
加
書
類
を
提
出
。

1
0
月

1
2
月

５
月

６
月

７
月

８
月

1
0
月

末
３

月
末

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

申 請
諮 問

申 請
諮 問

追 加 書 類 提 出 ① ②

意 見 伝 達 ②

意 見 回 答 ②

答 申 ① ②

認 可 ① ②

面 接 ・ 書 面 審 査 ②

（ 実 地 審 査 ） ②
①

大
学

等
設

置

②
学

部
等

設
置

【
一

般
的

な
審

査
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
（

学
校

法
人

分
科

会
）

】

（ 文 科 省 ホ ー ム ペ ー ジ ）

申 請 書 類 の 公 開

設 置 構 想 審 査 ： 面 接 ①

学 生 確 保 等 審 査 ： 書 面 ①

学 生 確 保 等 審 査 ： 書 面 ②

1
1
月

４
月

～
２

月
３

月

意 見 伝 達 ①

意 見 回 答 ①

（ 実 地 審 査 ） ①

面 接 ・ 書 面 審 査 ①

書 面 審 査( 財 務) ① ②
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